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1
．
は
じ
め
に

2
．
分
析
枠
組
み

3
．
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
め
ぐ
る
特
別
党
大
会
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．
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
と
労
働
党
の
分
断

5
．
お
わ
り
に

1
．
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
一
九
七
一
年
に
保
守
党
が
表
明
し
た
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
対
し
て
、
な
ぜ
労
働
党
は
加
盟
反
対
に
回
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、
労
働
党
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
し
て
、
反
対
こ
そ
し
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
こ
に
参

論　

説

四
〇
五
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加
す
る
と
い
う
選
択
を
と
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
保
守
党
の
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
際
し
て
、
労
働
党
は
、
当
初
こ
そ
態
度
を
明
確
に

し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
次
第
に
加
盟
反
対
の
姿
勢
を
強
め
て
い
っ
た
（
1
）

。
一
九
六
七
年
に
、
労
働
党
政
権
は
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請

を
行
っ
て
お
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
対
し
て
は
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。
労
働
党
は
、
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と

第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
で
、
異
な
る
態
度
を
表
明
し
た
の
み
な
ら
ず
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
で
は
、
再
び
方
針
を
転
換
し
て
い
る
。

保
守
党
に
目
を
向
け
れ
ば
、
一
九
六
四
年
に
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
っ
て
以
来
、
少
な
く
と
も
党
指
導
部
の
方
針
と
し
て
は
、

一
貫
し
て
加
盟
に
賛
意
を
示
し
続
け
て
い
る
（
2
）

。
イ
ギ
リ
ス
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
保
守
党
、
労
働
党
と
も
に
同
一
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
保
守
党
と
労
働
党
の
間
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
す
る
対
応
の
変
化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
か
の
国
内
的
な
要
因
、

と
り
わ
け
政
党
政
治
が
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
加
盟
の
問
題
に
関
し
て
は
、
外
交
史
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
大
半
を
占
め
て
き
た
。
外
交
史
ア
プ
ロ
ー
チ
で
扱
わ

れ
る
の
は
、
政
府
の
外
交
政
策
で
あ
り
、
野
党
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
研
究
成
果
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ

と
の
特
殊
関
係
（special relationship

）、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
関
係
の
変
化
、
経
済
財
政
状
況
の
悪
化
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
家
の
置

か
れ
た
状
況
に
即
し
た
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。

外
交
史
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
外
生
的
要
因
が
加
盟
申
請
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
研
究
が
大
半
で
あ
り
、
内
生
的
な
問
題
は

対
象
外
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
府
の
政
策
と
い
え
ど
も
、
ひ
と
た
び
政
党
内
で
議
論
さ
れ
れ
ば
、
決
し
て
一
致
し
た
結
論
が
見

出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
政
党
に
は
多
様
な
意
見
が
集
約
さ
れ
て
お
り
、
加
盟
賛
成
派
も
い
れ
ば
、
加
盟
反
対
派
も
存
在
す
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
党
内
で
い
か
に
意
見
の
集
約
が
な
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
議
院
内
閣
制
を
採
る
イ
ギ
リ
ス
は
、
議
会
多
数
派

の
安
定
し
た
支
持
に
基
づ
く
政
権
運
営
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
い
か
に
イ
ギ
リ
ス
が
置
か
れ
た
国
際
環
境
が
変
化
し
よ
う
と
も
、
政
党
内

四
〇
六
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の
意
見
集
約
な
く
し
て
、
安
定
し
た
外
交
政
策
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
を
国
内
政
治
、
と
り
わ
け
政
党
政
治
に
お
け
る
問
題
と
し
て
捉
え
る
立
場
を
採
る
。
政

党
政
治
と
い
う
視
座
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
労
働
党
が
再
び
政
策
転
換
を
行
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
答
え
る
も
の
で
あ
る
。

2
．
分
析
枠
組
み

イ
ギ
リ
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
を
扱
っ
た
研
究
の
多
く
が
、
加
盟
問
題
を
外
交
上
の
分
析
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
確
か
に
国
家
間

の
条
約
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
深
化
と
拡
大
を
重
ね
て
き
た
歴
史
を
鑑
み
れ
ば
、
外
交
史
の
分
野
に
よ
る
分
析
は
重
要
な
一
視
点
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
は
国
家
主
権
を
共
有
す
る
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
内
政
治
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
。
Ｅ
Ｕ
の
設
立
以
降
、
多
く
の
政
策
分
野
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
が
定
め
る
規
則
に
よ
っ
て
、
国
内
法
は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
い
わ

ば
、
Ｅ
Ｕ
法
が
国
内
法
に
優
越
す
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
主
権
国
家
の
有
す
る
主
権
の
一
部
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
。

主
権
の
制
限
は
、
な
に
も
Ｅ
Ｕ
の
設
立
以
降
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
設
立
当
初
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
が

Ｅ
Ｅ
Ｃ
、
Ｅ
Ｃ
と
発
展
的
に
主
権
の
共
有
範
囲
を
広
げ
っ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
国
が
持
つ
主
権
は
徐
々
に
制
限
さ
れ
て
い
っ
た
。
主

権
の
制
限
は
、
一
国
が
独
自
に
政
治
を
行
う
こ
と
を
困
難
に
し
、
Ｅ
Ｕ
と
の
関
係
性
を
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
、
自
国
の
法
制
定
や
政
策

の
実
行
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
由
に
は
行
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ
参
加
す
る
こ
と
は
、
主
権
国
家
の
主
権
が
奪
い
取
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
い
う
組
織
体
に
主
権
を
譲
渡
す
る

四
〇
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こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
国
政
府
が
自
国
内
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
独
自
に
政
策
を
行
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問

題
は
国
内
政
治
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ゆ
え
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
を
国
内
政
治
と
い
う
文
脈
か
ら
分
析
す
る
視
点
も
重
要
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
国
内
政
治
の
主
要
な
ア

ク
タ
ー
で
あ
る
政
党
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
政
党
に
は
、
利
益
の
表
出
、
集
約
機
能
が
あ
り
、
イ
ギ

リ
ス
の
二
大
政
党
で
あ
る
保
守
党
と
労
働
党
は
、
二
党
で
多
く
の
有
権
者
の
利
益
を
代
表
し
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
政
党
に
焦
点
を

当
て
る
重
要
性
が
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
二
大
政
党
に
対
す
る
支
持
は
依
然
と
し
て

高
い
水
準
（
3
）

に
あ
り
、
両
党
が
国
民
の
意
見
の
大
部
分
を
包
含
で
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
政
党
を
分
析
対
象
と
し
、
そ
の
対
応
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
、
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
政
策
が
賛
成
と
反
対
の

間
で
揺
れ
動
い
た
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

分
析
枠
組
み
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
政
党
政
治
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
を
用
い
る
。
政
党
研
究
の
中
で
、
政
党
政
治
と
は
何
か
と
い
う

一
致
し
た
見
解
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
政
党
政
治
の
一
側
面
と
し
て
、
政
党
内
競
合
と
政
党
間
競
合
と
い
う
視
点
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
を
分
析
し
て
い
く
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
保
守
党
は
、
党
首
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
に
党
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
て
い
く
の
に
対
し
て
、

労
働
党
は
院
外
組
織
が
強
力
で
あ
り
、
い
わ
ば
下
か
ら
の
圧
力
が
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
る
（
4
）

。
そ
も
そ
も
労
働
党
は
、
一
九
〇
〇
年

に
誕
生
し
た
労
働
代
表
委
員
会
（L

abour R
epresentative C

om
m
ittee

）
に
起
源
を
有
し
て
お
り
、
労
働
代
表
委
員
会
は
六
八
の
労
働
組

合
、
社
会
民
主
連
盟
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
、
独
立
労
働
党
の
連
合
体
で
あ
っ
た
。

労
働
党
は
、
ほ
か
の
イ
ギ
リ
ス
の
主
要
政
党
（
保
守
党
や
自
由
党
）
と
比
べ
て
も
独
特
な
党
組
織
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
と
は
、
先

四
〇
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述
し
た
よ
う
に
、
議
会
外
の
活
動
か
ら
党
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
（
5
）

。
こ
の
こ
と
は
、
議
会
内
の
議
員
の
グ
ル
ー
プ
分
け
に

端
を
発
し
て
い
る
保
守
党
や
自
由
党
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
労
働
党
は
そ
の
特
殊
性
に
よ
り
、
保
守
党
や
自
由
党
と
は
異
な
っ

た
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
を
備
え
て
い
る
。
労
働
党
の
議
会
外
組
織
は
、
意
思
決
定
に
際
し
て
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
お
り
、
年
次
党
大

会
の
持
つ
意
味
は
、
保
守
党
に
比
べ
て
は
る
か
に
大
き
い
。
そ
し
て
年
次
党
大
会
に
お
い
て
圧
倒
的
な
議
決
権
を
持
つ
労
働
組
合
が
院
外

組
織
の
中
心
的
な
機
関
で
あ
る
。

労
働
党
は
、
議
会
労
働
党
（P

arliam
entary L

abour P
arty

）
よ
り
も
院
外
組
織
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
党
の
規
定
で
は
、

議
会
労
働
党
は
党
大
会
の
指
導
に
服
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
党
の
党
構
造
を
前
提
に
す
る
と
、
政
党
間
競
合
の
場

で
あ
る
議
会
や
選
挙
に
だ
け
着
目
し
て
い
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
本
稿
で
は
政
党
内
競
合
を
検
討
す
る
た
め
に
、
年
次
党
大
会
で
多
く
の
議
決
権
を
有
し
て
い
る
労
働
組
合
の
議
論
、
議
会
労

働
党
議
員
の
議
論
と
い
う
二
つ
の
次
元
を
検
討
し
て
い
く
。
こ
の
二
つ
の
次
元
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
広
義
の
意
味
で
の
労
働
党
が
ど
の

よ
う
な
意
思
形
成
を
図
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

ベ
ヴ
ァ
ン
（A

neurin B
evan

）
が
社
会
主
義
者
の
唱
え
る
計
画
経
済
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
伴
う
自
由
貿
易
の
矛
盾
を
喝
破
し
た
（
6
）

が
、

社
会
主
義
を
党
是
と
す
る
労
働
党
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
反
対
姿
勢
を
採
る
こ
と
が
整
合
性
を
も
っ
た
選
択
と
な
る
。

よ
り
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
社
会
主
義
者
を
支
え
る
労
働
組
合
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ
の
参
加
に
難
色
を
示
す
と
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、

党
大
会
で
は
労
働
組
合
が
圧
倒
的
な
議
決
権
を
握
っ
て
い
る
た
め
、
党
大
会
の
趨
勢
も
労
働
組
合
の
意
見
へ
と
傾
く
こ
と
が
多
い
。

労
働
組
合
が
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
な
利
害
に
基
づ
い
て
立
場
を
決
定
す
る
の
に
対
し
て
、
議
会
労
働
党
は
、
支
持
母
体
で
あ
る
労
働
組
合

の
意
向
に
左
右
さ
れ
得
る
も
の
の
、
イ
ギ
リ
ス
や
労
働
党
が
置
か
れ
た
立
場
と
い
う
政
治
的
な
要
素
も
考
慮
し
て
立
場
を
決
定
し
な
け
れ

四
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ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
議
会
労
働
党
の
党
内
意
見
は
二
分
さ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
政
党
内
に

関
し
て
言
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
参
加
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
労
働
組
合
と
議
会
労
働
党
が
協
調
す
る
か
、
反
発
し
あ
う
の
か
が
重
要

な
問
題
点
と
な
っ
て
く
る
。

ま
た
、
政
党
を
分
析
す
る
上
で
の
も
う
一
つ
の
視
点
は
政
党
間
競
合
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ー
リ
（G

iovanni S
artori

）
が
政
党
を
「
選
挙

に
際
し
て
、
提
出
さ
れ
る
公
式
の
ラ
ベ
ル
に
よ
っ
て
身
元
が
確
認
さ
れ
、
選
挙
（
自
由
選
挙
で
あ
れ
、
制
限
選
挙
で
あ
れ
）
を
通
じ
て
候
補

者
を
公
職
に
就
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
す
べ
て
の
政
治
集
団
（
7
）

」
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
政
党
は
常
に

選
挙
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
典
型
的
な
二
党
制
の
国
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
二
党
制
の
特
徴
は
「
敵
対
政

治
（adversary politics （8
）

）」
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
敵
対
政
治
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
保
守
党
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統

合
政
策
に
対
し
て
、
労
働
党
は
敵
対
的
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
仮
説
は
次
の
通
り
と
な
る
。

政
党
内
競
合
に
お
い
て
、
深
刻
な
意
見
の
対
立
が
見
ら
れ
る
場
合
は
、
政
党
間
競
合
を
意
識
し
て
、
敵
対
的
な
政
策
を
提
示
す
る
。

す
な
わ
ち
、
政
党
内
を
二
分
す
る
よ
う
な
争
点
に
対
し
て
、
無
条
件
で
の
賛
成
、
反
対
を
示
し
て
し
ま
う
こ
と
は
党
内
の
分
裂
を
招
い

て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
政
府
に
敵
対
的
で
あ
る
と
い
う
選
択
を
す
る
こ
と
で
、
政
権
獲
得
と
い
う
共
通
利
害
に
基
づ
く
行
動
が
可
能
と
な

る
。
ま
た
、
本
稿
の
文
脈
で
言
う
な
ら
ば
、
政
府
に
対
す
る
敵
対
的
態
度
は
、
原
則
的
な
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
を
示
す
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
保
守
党
政
権
に
よ
る
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
労
働
党
が
政
権
を
獲
得
す
れ
ば
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
方
針
転
換
出
来
る
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Ｃ
加
盟
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請
と
労
働
党
の
政
策
転
換
（
三
澤
）

（
五
六
九
）

余
地
を
残
す
こ
と
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

3
．
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
め
ぐ
る
特
別
党
大
会

一
九
七
〇
年
総
選
挙
に
勝
利
し
た
保
守
党
は
、
ヒ
ー
ス
（E

dw
ard H

eath

）
政
権
を
樹
立
さ
せ
た
。
ヒ
ー
ス
は
、
一
九
六
一
年
に
マ
ク

ミ
ラ
ン
（H

arold M
acm
illan

）
政
権
が
行
っ
た
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
の
交
渉
で
首
席
全
権
を
務
め
る
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
深

く
関
わ
っ
て
き
た
経
験
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
ヒ
ー
ス
は
、「
Ｅ
Ｃ
の
理
念
に
完
全
な
る
賛
意
を
示
し
て
き
た
た
だ
一
人
の
イ
ギ
リ
ス

首
相
で
あ
っ
た
（
9
）

」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
す
る
熱
意
を
有
し
た
首
相
で
あ
っ
た
。
ヒ
ー
ス
は
、
政
権
の
第
一
課
題

に
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
挙
げ
て
お
り
、
実
際
に
一
九
七
〇
年
総
選
挙
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
も
、「
Ｅ
Ｃ
加
盟
は
短
期
的
に
は
不
利
益
で
あ
る
も
の

の
、
長
期
的
な
利
益
に
適
う
も
の
で
あ
る
（
10
）

」
と
し
て
、
加
盟
交
渉
に
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。

加
え
て
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
む
け
て
弾
み
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
ド
ゴ
ー
ル
（C

harles de G
aulle

）
が
退
陣
し
、
ポ
ン

ピ
ド
ー
（G

eorges P
om
pidou

）
が
後
を
引
き
継
い
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
二
度
に
わ
た
る
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
拒
ん
で
き

た
ド
ゴ
ー
ル
は
、「
フ
ラ
ン
ス
の
栄
光
」
と
い
う
理
念
が
ゆ
え
に
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
を
拒
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
ポ
ン
ピ
ド
ー
は
ド
ゴ
ー

ル
と
は
異
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
に
前
向
き
な
態
度
を
示
し
て
い
た
。

Ｅ
Ｃ
内
部
に
お
い
て
も
、
ハ
ー
グ
首
脳
会
議
に
よ
っ
て
、
統
合
の
「
完
成
・
深
化
・
拡
大
」
を
謳
っ
た
ハ
ー
グ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
（
11
）

が
採
択

さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
を
含
む
六
カ
国
が
合
意
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
へ
と
向
か
う
環
境
が
整
い
つ
つ
あ

る
中
で
、
一
九
七
〇
年
六
月
に
Ｅ
Ｃ
と
の
加
盟
交
渉
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
環
境
が
変
化
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
加
盟
が
実
現
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
あ
た
っ
て
は
、
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月
）

（
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〇
）

法
案
を
議
会
で
通
過
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
野
党
で
あ
る
労
働
党
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
対
す
る
方
針
を
打
ち
出
す

必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
党
の
方
針
を
決
す
る
上
で
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
年
次
党
大
会
で
あ
る
（
12
）

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に

関
す
る
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
度
々
党
大
会
で
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
問
題
に
関
し
て
は
、
今
ま
で
以
上
の
関
心
を
呼
び
、

一
九
七
一
年
の
年
次
党
大
会
と
は
別
に
、
共
通
市
場
に
関
す
る
特
別
党
大
会
が
開
催
さ
れ
た
（
13
）

。

特
別
党
大
会
で
、
圧
倒
的
な
議
決
権
を
有
し
て
い
た
の
は
労
働
組
合
で
あ
り
、
各
種
団
体
・
個
人
に
割
り
振
ら
れ
た
票
数
全
体
の

六
〇
五
万
九
千
票
の
う
ち
、
八
八
・
六
％
に
あ
た
る
五
三
六
万
七
千
票
を
労
働
組
合
が
確
保
し
て
い
た
（
14
）

。
こ
の
こ
と
は
、
党
大
会
で
大
き

な
発
言
力
を
有
し
て
い
る
の
は
誰
か
と
い
う
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
た
。

丸
一
日
を
費
や
す
こ
と
に
な
る
特
別
党
大
会
で
の
議
論
は
、
全
国
執
行
委
員
会
（N

ational E
xecutive C

om
m
ittee

）
が
立
場
を
示
す
こ

と
で
、
開
始
さ
れ
た
。
全
国
執
行
委
員
会
の
声
明
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
七
月
二
八
日
に
開
催
さ
れ
る
会
議
に
お
い
て
、
全
国
執
行
委
員
会
は
、
政
府
白
書
に
含
ま
れ
て
い
る
条
件
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共

同
体
に
イ
ギ
リ
ス
が
加
盟
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
、
七
月
一
七
日
の
特
別
党
大
会
の
議
事
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
立
場
に
同
意
す

る
も
の
で
あ
る
。

本
決
議
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
反
発
す
る
他
の
動
議
を
伴
う
、
年
次
大
会
の
討
議
に
対
し
て
提
案
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
決

議
は
、
七
月
二
八
日
に
選
挙
区
労
働
党
や
連
携
団
体
に
回
覧
さ
れ
、
決
議
に
対
す
る
修
正
は
八
月
二
〇
日
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
九
月
に
は
、
全
国
執
行
委
員
会
は
、
選
挙
区
労
働
党
や
連
携
団
体
に
、
こ
の
問
題
を
議
論
す
る
年
次
大
会
を
支
援
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
、
事
実
関
係
を
調
査
し
た
レ
ポ
ー
ト
を
回
覧
す
る
だ
ろ
う
。

四
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Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
労
働
党
の
政
策
転
換
（
三
澤
）

（
五
七
一
）

全
国
執
行
委
員
会
は
、
提
案
し
た
日
程
、
手
続
き
を
承
認
す
る
か
を
、
特
別
党
大
会
に
諮
り
た
い
（
15
）

。」

全
国
執
行
委
員
会
は
、
一
九
六
二
年
に
「
基
本
的
条
件
（
16
）

」
と
す
る
声
明
を
出
し
て
お
り
、
保
守
党
政
権
の
加
盟
申
請
を
否
定
す
る
立
場

を
示
し
て
い
た
（
17
）

。
特
別
党
大
会
に
お
け
る
、
全
国
執
行
委
員
会
の
声
明
は
、
こ
れ
ま
で
の
立
場
を
一
歩
後
退
さ
せ
て
お
り
、
特
別
党
大
会

の
議
論
に
対
し
て
、
中
立
で
臨
む
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

特
別
党
大
会
の
議
論
は
、
賛
否
入
り
混
じ
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
争
点
の
一
つ
が
、
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た
条
件
で
の
加
盟
を
認
め

る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
、
動
議
を
提
出
し
た
の
が
議
会
労
働
党
の
モ
リ
ス
（A

lfred M
orris

）
で
あ
っ
た
。
彼
は

Ｅ
Ｃ
加
盟
問
題
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
動
議
を
提
出
し
た
。

「
共
通
市
場
に
関
す
る
全
国
執
行
委
員
会
声
明
に
留
意
す
る
一
方
で
、
当
会
議
は
①
現
政
府
に
よ
っ
て
交
渉
さ
れ
、
政
府
白
書
に

定
め
ら
れ
た
条
件
に
基
づ
く
、
共
通
市
場
へ
の
イ
ギ
リ
ス
の
加
入
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
②
加
入
に
関
す
る
問
題
が
、
総
選
挙

に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
（
18
）

。」

モ
リ
ス
の
動
議
は
、
党
大
会
議
事
設
定
委
員
会
（C

onference A
rrangem

ent C
om
m
ittee

）
の
報
告
に
基
づ
い
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

Ｅ
Ｃ
加
盟
問
題
に
対
す
る
、
労
働
党
の
態
度
を
明
確
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
全
国
執
行
委
員
会
の
提
案
が
、

Ｅ
Ｃ
加
盟
賛
成
派
と
反
対
派
の
双
方
に
配
慮
し
、
決
定
的
な
亀
裂
を
避
け
て
い
た
の
に
対
し
て
、
モ
リ
ス
の
動
議
は
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
と
い

う
結
論
を
求
め
て
い
た
。

四
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確
か
に
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
っ
た
時
点
で
も
、
加
盟
賛
成
派
と
反
対
派
は
存
在
し
て
お
り
、
反
対
派
は
、
下
院
で
反
対
投

票
を
行
う
か
、
棄
権
を
し
て
い
た
（
19
）

。
こ
う
し
た
経
緯
も
あ
り
、
全
国
執
行
委
員
会
と
し
て
は
、
賛
成
派
、
反
対
派
の
双
方
に
配
慮
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
全
国
執
行
委
員
会
の
懸
念
は
、
特
別
党
大
会
全
体
で
も
広
く
共
有
さ
れ
て
お
り
、
モ
リ
ス
の
動
議
は
否
決
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
（
20
）

。
特
別
党
大
会
の
議
事
進
行
は
、
加
盟
賛
成
派
、
反
対
派
に
配
慮
し
た
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
議
長
に
選
任
さ
れ
た
ミ

カ
ー
ド
（Ian M

ikardo
）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
し
て
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
結
局
は
加
盟
に
反
対
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
加
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
、
二
度
に
わ
た
る
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
は
、
ド
ゴ
ー
ル
の
存
在
を
前
に
し
て
、
実
現
す
る

見
込
み
が
少
な
い
試
み
で
あ
っ
た
。
加
盟
反
対
派
か
ら
す
れ
ば
、
強
硬
な
抵
抗
を
行
わ
な
く
て
も
、
ド
ゴ
ー
ル
が
最
終
的
に
加
盟
を
拒
否

す
る
こ
と
で
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
は
頓
挫
す
る
と
考
え
て
い
た
。
従
っ
て
、
党
内
対
立
も
激
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
党
執
行
部
に
し
て
も
、

第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
時
に
造
反
し
た
議
員
に
対
す
る
懲
罰
を
見
送
っ
た
こ
と
か
ら
、
決
定
的
な
対
立
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

が
伺
え
る
。

一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
え
ば
、
加
盟
が
実
現
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
ま
っ

た
状
況
で
は
、
特
別
党
大
会
で
の
議
論
が
白
熱
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ミ
カ
ー
ド
は
議
事
進
行
に
際
し
て
、
加
盟
賛

成
派
と
反
対
派
を
相
互
に
発
言
さ
せ
る
こ
と
で
、
混
乱
を
避
け
よ
う
と
し
た
。

そ
の
結
果
、
数
多
く
の
議
会
労
働
党
、
選
挙
区
労
働
党
（P

arliam
entary L

abour P
arty

）
そ
し
て
、
労
働
組
合
の
代
表
者
の
発
言
が

あ
っ
た
。
議
会
労
働
党
か
ら
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（H

arold W
illson

）
政
権
で
閣
僚
を
務
め
、
下
野
し
た
後
も
シ
ャ
ド
ー
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
で

国
防
大
臣
に
指
名
さ
れ
て
い
た
、
ト
ム
ソ
ン
（G

eorge T
hom
son

）
が
発
言
を
行
っ
て
い
る
。

四
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Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
労
働
党
の
政
策
転
換
（
三
澤
）

（
五
七
三
）

ト
ム
ソ
ン
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
当
た
っ
て
、
一
定
の
譲
歩
を
す
る
必
要
性
を
認
識
し
て
お
り
、
次
の
様
な
発
言
を
行
っ
て
い
る
。

「
労
働
党
政
権
下
で
理
想
的
な
条
件
が
獲
得
で
き
た
と
は
誰
も
信
じ
て
は
い
な
い
。
全
て
の
労
働
組
合
員
た
ち
は
、
も
し
我
々
が
重

要
な
交
渉
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
完
全
な
条
件
を
要
求
で
き
な
い
し
、
熟
慮
し
た
、
受
け
入
れ
可
能
な
妥
協
の
チ
ャ
ン
ス
を
認
め
な
け

れ
ば
、
そ
こ
（
Ｅ
Ｃ
）
に
加
盟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
分
か
っ
て
い
る
（
21
）

。」

そ
の
上
で
、
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
我
々
の
国
内
市
場
に
比
べ
、
五
倍
も
巨
大
で
、
二
倍
の
速
さ
で
成
長
し
て
い
る
共
通
市
場
に
加
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
率
を

上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
数
年
に
わ
た
る
わ
ず
か
な
負
担
増
は
、
我
々
の
生
活
水
準
を
向
上
さ
せ
る
う
え
で
、
多
大
な
る
労
力

を
払
う
価
値
の
あ
る
投
資
と
な
る
だ
ろ
う
（
22
）

。」

加
盟
賛
成
派
が
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
以
来
、
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
た
の
が
、
加
盟
に
伴
っ
て
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
る
共
通
市

場
か
ら
得
ら
れ
る
経
済
的
な
利
益
で
あ
っ
た
。
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
め
ぐ
る
議
論
で
、
全
国
一
般
都
市
労
働
組
合
（N

ational｠

U
nion｠of｠G

eneral｠and｠M
unicipal｠W

orkers

）
の
ヘ
イ
デ
イ
（F

rederick H
ayday

）
が
指
摘
し
て
い
た
様
に
、
共
通
市
場
を
構
成
す
る
六

カ
国
と
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
指
標
は
大
き
な
差
が
開
い
て
い
た
（
23
）

。
ま
た
、
国
際
収
支
も
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
時
よ
り
悪
化
し
て
お
り
（
24
）

、

Ｅ
Ｃ
加
盟
に
対
す
る
誘
因
が
、
一
層
高
ま
っ
て
い
た
。

四
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閣
僚
経
験
者
で
あ
る
ト
ム
ソ
ン
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
の
メ
リ
ッ
ト
を
示
し
て
は
い
た
も
の
の
、
同
じ
く
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
に
お
い
て
、
閣
僚

で
あ
っ
た
シ
ョ
ア
ー
（P

eter S
hore

）
は
、
加
盟
そ
の
も
の
を
問
う
の
で
は
な
く
、
政
党
間
対
立
を
念
頭
に
置
い
た
議
論
を
展
開
し
て

い
っ
た
。
シ
ョ
ア
ー
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
関
し
て
、「（
保
守
党
政
権
が
）
今
ま
で
交
渉
し
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
や
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
か
ら
持
ち

帰
っ
た
条
件
は
不
完
全
で
あ
り
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
悪
い
（
25
）

」
と
糾
弾
し
て
い
た
。

シ
ョ
ア
ー
の
発
言
は
、
自
身
の
反
Ｅ
Ｃ
と
い
う
態
度
に
基
づ
い
て
い
た
も
の
の
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
の
理
由
付
け
と
し
て
、
真
っ
先
に
言

及
し
た
の
が
、
加
盟
に
よ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
で
は
な
く
、
保
守
党
政
権
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
シ
ョ
ア
ー
は
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請

を
め
ぐ
る
下
院
投
票
で
、
賛
成
票
を
投
じ
て
い
る
（
26
）

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
完
全
な
反
対
を
示
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
か
ら
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
と
至
る
中
で
変
化
し
た
の
は
、
労
働
党
が
も
は
や
政
権
党
で
は
な

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

労
働
党
は
、
一
九
七
〇
年
総
選
挙
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
交
渉
は
数
週
間
の
う
ち
に
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス

や
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
基
本
的
利
益
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
上
で
、
拡
大
す
る
共
同
体
に
加
入
す
る
と
い
う
提
案
は
熱
意

を
持
っ
て
進
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
（
27
）

」

少
な
く
と
も
労
働
党
は
、
政
権
を
失
う
前
の
時
点
で
は
、
一
定
の
条
件
付
き
な
が
ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
参
加
す
る
こ
と
を
公
約

と
し
て
い
た
。
こ
の
公
約
は
、
党
大
会
で
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
シ
ョ
ア
ー
を
始
め
と
し
た
議
会
労
働
党
議
員
に
対
し
て
も
、
一

四
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つ
の
方
向
性
を
与
え
て
い
た
。

七
〇
年
総
選
挙
の
敗
北
は
、
こ
の
方
向
性
の
前
提
条
件
を
変
え
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
賛
否
が
分
か
れ
る
政
策
課
題
で
あ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
に
つ
い
て
、
野
党
の
立
場
か
ら
論
ず
る
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
特
徴
で
あ
る
、「
敵
対
政
治
」
に
陥
り
や
す
い
。

従
っ
て
、
保
守
党
政
権
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
反
対
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
保
守
党
政
権
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請

に
反
対
す
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
、「
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た
条
件
」
で
の
加
盟
に
反
対
で
あ
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

特
別
党
大
会
で
の
議
論
で
、
多
く
見
ら
れ
た
発
言
が
、
こ
の
「
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た
条
件
」
へ
の
反
対
で
あ
っ
た
。
加
盟
賛
成
派

で
あ
る
ト
ム
ソ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
労
働
党
が
政
権
を
獲
得
し
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
完
全
な
条
件
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い

の
だ
が
、
政
党
と
い
う
存
在
を
前
に
し
た
時
に
、
広
範
な
理
解
を
得
る
た
め
の
理
由
が
、
保
守
党
に
対
す
る
「
敵
対
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
議
会
労
働
党
議
員
が
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
へ
の
賛
否
を
表
明
す
る
中
で
、
労
働
組
合
か
ら
の
発
言
も
多
く
み
ら
れ
た
。
特
別
党

大
会
で
、
多
く
の
議
決
権
を
有
す
る
労
働
組
合
で
は
あ
る
が
、
労
働
組
合
会
議
（T

rades U
nion C

ongress

）
と
し
て
、
一
致
し
た
見
解

を
示
せ
な
い
で
い
た
（
28
）

。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
存
在
感
を
示
し
た
の
が
労
働
組
合
と
し
て
最
大
規
模
を
誇
る
運
輸
・
一
般
労
働
組
合

（T
ransport &

 G
eneral W

orkers ’ U
nion

）
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（Jack Jones

）
で
あ
っ
た
。

ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
議
会
労
働
党
議
員
と
同
じ
く
、
保
守
党
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
加
盟
条
件
を
非
難
し
つ
つ
（
29
）

、
労
働
組
合
と
し
て
の
利
益
を

訴
え
た
。
彼
は
、
保
守
党
政
権
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
条
件
で
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
行
え
ば
、
深
刻
な
価
格
上
昇
が
起
こ
る
ば
か
り
で
な
く
、
失
業

を
増
加
さ
せ
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
、
政
治
、
国
家
構
造
の
独
立
性
を
破
壊
す
る
（
30
）

と
主
張
し
た
。

運
輸
・
一
般
労
働
組
合
は
一
九
七
〇
年
の
党
大
会
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
反
対
す
る
動
議
を
提
出
し
て
お
り
、
一

四
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貫
し
た
反
対
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
た
。
七
〇
年
党
大
会
の
動
議
は
、「
完
全
雇
用
、
食
料
品
の
値
上
げ
や
生
活
費
の
上
昇
、
付
加
価
値

税
（V

alue A
dded T

ax

）
の
導
入
、
経
常
収
支
に
対
す
る
負
担
、
政
治
・
経
済
・
外
交
政
策
の
決
定
権
喪
失
と
い
う
、
脅
威
を
及
ぼ
す
条

件
で
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
は
反
対
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
連
邦
国
家
に
お
け
る
一
つ
の
州
の
ご
と
く
、
イ
ギ
リ
ス
が

埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
反
対
を
宣
言
す
る
（
31
）

」
も
の
で
あ
っ
た
。

運
輸
・
一
般
労
働
組
合
が
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
た
の
は
、
次
の
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
共
通
市
場
を
基
に
し
た
、
自
由
貿
易
を

推
進
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
は
、
ベ
ヴ
ァ
ン
が
指
摘
し
た
通
り
、
社
会
主
義
思
想
と
の
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
と
っ
て
、
共
通
市
場
に
加
盟
す
る
こ
と
で
、
む
き
出
し
の
国
際
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
労
働
者
を
競
争
に
さ
ら
す
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ロ
ー
マ
条
約
や
共
通
農
業
政
策
（C

om
m
on A

griculture P
olicy

）
を

始
め
と
し
た
、
国
家
主
権
を
制
限
す
る
制
度
は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
以
降
、
定
着
し
て
い
た
議
会
主
権
に
対
す
る
、
決
定
的
な
挑
戦
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。

Ｅ
Ｃ
加
盟
が
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
と
い
う
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
認
識
に
反
し
て
、
ヘ
イ
デ
イ
は
真
っ
向
か
ら
異
を
唱
え
て
い
た
。
ヘ
イ
デ
イ

は
一
九
六
七
年
党
大
会
で
、「
当
会
議
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
へ
の
加
盟
を
申
請
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
に
対
し
て
満
足
の
ゆ
く
条

件
を
交
渉
す
る
た
め
の
政
府
の
決
定
を
歓
迎
す
る
も
の
で
あ
る
（
32
）

」
と
い
う
動
議
を
提
出
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
賛
成
を
示
し
て
い

た
。
そ
の
上
で
、
ヘ
イ
デ
イ
は
、
特
別
党
大
会
に
お
い
て
も
、
六
七
年
当
時
と
立
場
が
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
宣
言
し
た
（
33
）

。

彼
は
、
六
七
年
党
大
会
で
も
、
具
体
的
な
デ
ー
タ
を
出
し
な
が
ら
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
伴
う
メ
リ
ッ
ト
を
指
摘
し
て
い
た
が
（
34
）

、
改
め
て
、

Ｅ
Ｃ
加
盟
の
メ
リ
ッ
ト
を
訴
え
た
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
の
認
識
と
は
異
な
り
、
ヘ
イ
デ
イ
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
よ
っ
て
経
済
は
拡
大
し
、
成
長

率
も
向
上
し
、
生
活
水
準
の
向
上
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
た
（
35
）

。
さ
ら
に
、
過
去
一
五
年
間
を
遡
っ
て
考
え
た
と
き
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
、

四
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経
済
成
長
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
国
と
対
等
で
は
な
い
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
更
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
と
、
ヘ
イ
デ
イ
は
考
え
て
い
た
（
36
）

。

ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
し
て
も
、
ヘ
イ
デ
イ
に
し
て
も
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
と
い
う
同
様
の
政
策
が
、
異
な
る
帰
結
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
、
自
己
の
信
念
に
基
づ
く
発
言
を
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
自
己
の
信
念
に
基
づ
く
発
言
だ
か
ら
こ
そ
、
特
別
党
大
会
で

の
議
論
で
、
妥
協
点
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
労
働
組
合
間
で
も
意
見
対
立
が
深
刻
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
深
刻
な
意
見
対
立
を
前
に
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
自
身
の
立
場
を
示
す
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
特
別
党
大
会

の
議
論
を
締
め
く
く
る
演
説
と
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た
条
件
で
の
加
盟
に
反
対
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
37
）

。
こ
の
立
場
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
今
の
ま
ま
で
は
、
加
盟
反
対
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
党
内
に
存
在
す
る
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
派
の
意
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、
賛
成
派
に
対
し
て
は
、
将
来
的

な
加
盟
も
選
択
肢
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

特
別
党
大
会
で
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
関
す
る
結
論
は
出
な
か
っ
た
た
め
、
七
一
年
七
月
二
八
日
に
、
全
国
執
行
委
員
会
の
会
議
が
開
か
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
全
国
執
行
委
員
会
の
結
論
は
、
保
守
党
政
権
が
交
渉
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
条
件
で
の
共
通
市
場
へ
の
加
入
に
反
対
す

る
（
38
）

、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
を
受
け
、
同
年
一
〇
月
四
日
か
ら
開
催
さ
れ
る
年
次
党
大
会
に
、
報
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

改
め
て
労
働
党
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
す
る
方
針
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

4
．
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
と
労
働
党
の
分
断

七
一
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
年
次
党
大
会
で
は
、
先
の
全
国
執
行
委
員
会
の
決
定
が
、
ヒ
ー
リ
ー
（D

enis H
ealey

）
に
よ
っ
て
提
案

さ
れ
た
。

四
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第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
七
八
）

「
英
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
に
関
す
る
政
府
白
書
を
熟
慮
し
て
き
た
、
当
会
議
は
、
保
守
党
政
権
に
よ
っ
て
交
渉
さ
れ
た
条
件

で
の
共
通
市
場
加
入
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
可
能
な
限
り
、
長
期
に
わ
た
る
利
益
に
反
し
て
、
共
同
体
に
加
盟
し
続
け
る
こ
と
で
被
る
コ
ス
ト
を
完
全
に
評
価
す

る
た
め
に
必
要
な
事
実
を
、
国
民
に
提
供
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
、
政
府
を
遺
憾
に
思
う
。

特
に
、
政
府
に
対
し
て
、
可
能
な
限
り
、
事
実
を
説
明
す
る
た
め
の
特
別
委
員
会
の
設
置
を
拒
ん
だ
首
相
を
遺
憾
に
思
う
。

さ
ら
に
、
保
守
党
の
経
済
、
社
会
政
策
は
極
め
て
脆
弱
で
あ
り
、
国
民
を
分
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
市
場
の
内
外
に
い
る
我
々
の

生
活
水
準
を
改
善
す
る
た
め
の
、
イ
ギ
リ
ス
の
能
力
を
貶
め
て
き
た
と
判
断
す
る
。

そ
し
て
、
選
挙
期
間
中
の
『
お
そ
ら
く
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
願
い
に
反
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
、
我
が
国
を
共
通
市
場
に
加
入

さ
せ
る
こ
と
は
な
い
』
と
い
う
首
相
の
発
言
ゆ
え
に
、
総
選
挙
に
よ
る
民
主
的
な
判
断
に
従
う
こ
と
を
首
相
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
議
会
労
働
党
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
因
と
当
会
議
の
決
定
を
考
慮
し
、
全
力
で
一
致
協
力
し
て
、
政
府
の
政
策
に
、

反
対
投
票
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
（
39
）

。」

ヒ
ー
リ
ー
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
対
し
て
、
賛
成
と
反
対
の
間
を
揺
れ
動
い
た
、
著
名
な
議
員
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
全
国

執
行
委
員
会
声
明
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
は
、「
民
主
主
義
的
社
会
主
義
の
諸
原
則
、
お
よ
び
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
一
員
で
あ
り
世
界
共

同
体
の
一
員
で
も
あ
る
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
利
益
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
（
40
）

」、
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
に
対
し
て
は
、「
需
要
の
拡
大
と
完
全
雇
用
の
維
持

に
基
づ
か
な
い
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
・
鉄
鋼
計
画
に
よ
っ
て
誕
生
す
る
い
か
な
る
機
関
も
、
限
定
的
か
つ
私
的
カ
ル
テ
ル
の
性
質

を
備
え
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
（
41
）

」
と
指
摘
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
。
そ
の
後
は
、
一
九
七
一
年
の

四
二
〇



Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
労
働
党
の
政
策
転
換
（
三
澤
）

（
五
七
九
）

『
デ
イ
リ
ー
ミ
ラ
ー
』
の
中
で
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
対
す
る
賛
意
を
示
し
た
よ
う
に
（
42
）

、
ヒ
ー
リ
ー
は
立
場
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
。

『
デ
イ
リ
ー
ミ
ラ
ー
』
で
の
意
見
表
明
か
ら
、
ま
だ
日
が
浅
い
う
ち
に
開
催
さ
れ
た
党
大
会
で
、
ヒ
ー
リ
ー
は
再
び
加
盟
反
対
の
立
場

を
明
確
に
示
し
て
い
た
。
彼
は
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
つ
い
て
、「
も
し
、
我
々
の
経
済
が
強
力
な
ら
ば
、
申
し
分
の
な
い
成
果
を
獲
得
で
き
る
が
、

経
済
が
弱
体
な
ら
、
致
命
的
な
衝
撃
を
も
た
ら
す
（
43
）

」
と
考
え
て
お
り
、
加
盟
賛
成
派
と
は
、
異
な
る
帰
結
に
な
る
と
理
解
し
て
い
た
。
加

盟
賛
成
派
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
が
弱
体
化
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
共
通
市
場
に
加
盟
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
市
場
を
確
保
出
来

る
と
考
え
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
年
次
党
大
会
で
は
、
圧
倒
的
に
加
盟
反
対
派
が
勢
い
を
持
っ
て
い
た
。
特
別
党
大
会
で
は
、
賛
成
派
と
反
対
派
の
双

方
に
配
慮
し
、
交
互
に
発
言
を
認
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
年
次
党
大
会
で
の
発
言
者
は
、
圧
倒
的
に
加
盟
反
対
を
訴
え
て
い
た
の
で
あ

る
。ヒ

ー
リ
ー
の
動
議
が
採
決
に
か
け
ら
れ
た
結
果
、
賛
成
五
〇
七
万
三
〇
〇
〇
票
、
反
対
一
〇
三
万
二
〇
〇
〇
票
と
大
差
で
可
決
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
党
大
会
の
方
針
も
加
盟
反
対
と
い
う
形
で
決
定
さ
れ
た
。
一
方
で
、
根
強
い
賛
成
を
示
し
て
い
た
一
部
の
議
会
労

働
党
議
員
の
間
で
は
、
こ
の
決
定
に
対
す
る
反
発
が
公
然
と
噴
出
し
て
い
た
。
党
大
会
の
決
議
を
受
け
入
れ
た
労
働
党
指
導
部
は
、
こ
う

し
た
賛
成
派
議
員
を
牽
制
す
る
た
め
に
、
下
院
で
の
投
票
に
党
議
拘
束
を
か
け
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
党
議
拘
束
は
、
登
院
厳
重
命

令
（three-line w
hip

）
で
あ
り
、
強
力
な
引
き
締
め
策
が
、
党
執
行
部
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
た
（
44
）

。

年
次
党
大
会
で
の
決
定
を
受
け
て
、
下
院
審
議
に
臨
む
こ
と
に
な
っ
た
労
働
党
は
、
Ｅ
Ｃ
問
題
に
決
着
を
つ
け
る
時
を
迎
え
て
い
た
。

一
九
七
一
年
一
〇
月
一
九
日
か
ら
始
ま
っ
た
下
院
で
の
審
議
は
、
賛
成
派
、
反
対
派
と
も
に
自
ら
の
信
念
を
語
っ
て
い
た
が
、
影
の
内
閣

の
メ
ン
バ
ー
は
連
帯
責
任
制
の
適
用
を
受
け
て
発
言
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
下
院
で
公
然
と
党
の
方
針
に
反
対
を
示
し
た

四
二
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の
が
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
（M

ichael S
tew
art

）
で
あ
っ
た
。

ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
、
党
議
拘
束
を
破
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
事
態
を
招
く
か
を
覚
悟
し
た
上
で
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
よ
っ
て
物
価
上
昇
を

招
く
と
主
張
す
る
反
対
派
に
対
し
て
、
反
論
を
加
え
た
。
彼
は
、
物
価
の
上
昇
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
賃
金
や
給
料
の
上
昇
が
物

価
上
昇
を
上
回
り
、
生
活
水
準
が
向
上
す
る
の
だ
と
主
張
し
た
（
45
）

。
そ
の
上
で
、
傷
病
者
や
年
金
受
給
者
は
、
政
府
に
よ
る
慎
重
な
対
策
抜

き
に
は
、
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
も
指
摘
し
て
い
た
（
46
）

。

ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
の
指
摘
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
が
、
全
て
良
い
も
の
で
あ
る
と
か
、
悪
い
も
の
で
あ
る
と
い
っ

た
、
感
情
的
な
議
論
か
ら
一
歩
離
れ
た
、
冷
静
な
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
よ
っ
て
、
経
済
的
な
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
可
能
性
が
高

い
と
は
い
え
、
全
て
の
イ
ギ
リ
ス
国
民
が
、
そ
の
果
実
を
手
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
現
実
こ
そ
、
社
会
主
義
政

党
が
改
善
す
べ
き
目
標
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
点
で
は
す
で
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
参
加
し
、「
第
三
勢
力
」
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
的
施
策
を
実
行
し

て
い
こ
う
と
い
う
、
キ
ー
プ
レ
フ
ト
の
よ
う
な
主
張
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
し
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
の
是
非
は
、
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た

条
件
次
第
と
い
う
争
点
に
変
化
し
て
い
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
、
改
め
て
、
労
働
党
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
伴
っ
て
考

慮
す
べ
き
論
点
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

党
執
行
部
の
党
議
拘
束
に
従
い
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
の
論
陣
を
張
っ
て
い
っ
た
の
が
、
ヒ
ー
リ
ー
や
シ
ョ
ア
ー
、
ジ
ェ
イ
（D

ouglas 

Jay

）、
キ
ャ
ッ
ス
ル
（B

arbara C
astle

）
ら
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
伴
う
コ
ス
ト
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
自
身
の
正
当
性
を

主
張
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
シ
ョ
ア
ー
は
、
共
通
農
業
政
策
に
伴
う
コ
ス
ト
が
、
一
九
六
七
年
に
は
、
年
間
六
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で
あ
る

の
に
対
し
、
一
九
七
一
年
時
点
で
は
、
一
一
〇
〇
万
ポ
ン
ド
に
な
っ
て
お
り
、
一
九
七
八
年
に
は
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
一
六
〇
〇
万

四
二
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Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
労
働
党
の
政
策
転
換
（
三
澤
）

（
五
八
一
）

ポ
ン
ド
に
膨
れ
上
が
る
と
指
摘
し
て
い
た
（
47
）

。

ま
た
、
キ
ャ
ッ
ス
ル
は
、
三
度
の
戦
争
（
48
）

を
経
験
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
が
持
つ
、
政
治
的
な

意
義
を
認
め
つ
つ
も
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
望
ん
で
い
な
い
と
主
張
し
た
。
キ
ャ
ッ
ス
ル
に
よ
れ
ば
、『
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
イ
ブ

ニ
ン
グ
テ
レ
グ
ラ
フ
』
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
一
八
・
九
％
し
か
加
盟
賛
成
が
お
ら
ず
、

七
七
・
三
％
は
反
対
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
49
）

。

こ
の
世
論
調
査
は
、
労
働
党
が
敵
対
的
な
政
策
を
採
る
こ
と
の
合
理
性
を
示
し
た
と
も
い
え
る
。
政
権
獲
得
の
た
め
に
は
、
保
守
党
が

Ｅ
Ｃ
加
盟
を
打
ち
出
し
て
い
る
以
上
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
不
満
を
持
つ
有
権
者
に
対
す
る
受
け
皿
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、

労
働
党
は
加
盟
賛
成
を
打
ち
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｅ
Ｃ
加
盟
を
め
ぐ
る
下
院
審
議
で
の
、
労
働
党
か
ら
の
発
言
は
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
の
よ
う
な
、
党
の
方
針
に
反
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、

全
体
と
し
て
、
加
盟
反
対
の
論
調
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
党
大
会
に
よ
っ
て
、
下
院
決
議
で
の
反
対
が
決
定
し
、

「three-line w
hip

」
の
党
議
拘
束
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
月
二
八
日
に
採
決
さ
れ
た
結
果
は
驚
く
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
。
決
議
の
結
果
は
、
労
働
党
か
ら
六
九
人
の
党
議
拘
束
違
反
者
が
出
て
、
政
府
に
賛
成
し
、
二
〇
名
が
棄
権
と
い
う
事
態

と
な
っ
た
（
50
）

。
決
議
そ
の
も
の
は
政
府
提
案
が
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
の
だ
が
、
造
反
者
に
は
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
を
始
め
、
ト
ム
ソ
ン
や

リ
ー
ヴ
ァ
ー
（H
arold L

ever

）、
後
の
労
働
党
党
首
と
な
る
ス
ミ
ス
（John S

m
ith

）
な
ど
の
有
力
者
も
含
ま
れ
て
い
た
（
51
）

。

加
盟
反
対
派
は
こ
う
し
た
行
動
に
憤
慨
し
た
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
造
反
者
に
対
し
て
処
分
を
下
さ
な
か
っ
た
。
彼
が
志
向
し
た
の
は
あ

く
ま
で
も
党
内
融
和
で
あ
り
、
加
盟
賛
成
派
に
含
ま
れ
て
い
た
ト
ム
ソ
ン
や
リ
ー
ヴ
ァ
ー
と
い
っ
た
有
力
議
員
を
処
分
す
れ
ば
、
党
の
分

裂
を
巻
き
起
こ
し
か
ね
な
か
っ
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
党
が
分
裂
す
る
こ
と
で
責
任
政
党
と
し
て
の
統
治
能
力
に
疑
問
符
が
付

四
二
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二
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け
ら
れ
て
し
ま
い
、
政
権
の
獲
得
が
困
難
に
な
る
と
い
っ
た
苦
悩
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
反
対
派
に
対
し
て
も
全
面
的
な
賛
意
を
示
す
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
自
身
が
政
権
を
握
っ
て
い
た
と
き
に

Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
加
盟
申
請
を
行
っ
て
お
り
、
政
権
を
失
っ
て
す
ぐ
に
立
場
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
も
し
立
場
を
変
更
し
て

し
ま
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
直
面
し
て
い
る
困
難
な
課
題
で
あ
る
Ｅ
Ｃ
加
盟
問
題
に
つ
い
て
、
無
責
任
さ
と
一
貫
性
の
な
さ
を
さ
ら
け
出
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
彼
の
指
導
者
と
し
て
の
信
頼
性
ま
で
も
掘
り
崩
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
た
め
、
ウ
ィ
ル
ソ

ン
は
、
反
対
派
の
意
見
を
全
面
的
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

結
果
的
に
党
内
宥
和
を
優
先
し
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
保
守
党
が
獲
得
し
た
加
盟
条
件
で
は
反
対
で
あ
る
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
、

Ｅ
Ｃ
加
盟
に
反
対
す
る
こ
と
で
、
自
身
が
首
相
で
あ
っ
た
時
に
行
っ
た
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
正
当
化
す
る
と
と
も
に
、
Ｅ
Ｃ
加

盟
に
原
則
反
対
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
内
外
に
示
し
た
の
で
あ
る
。

5
．
お
わ
り
に

労
働
党
は
、
一
九
六
七
年
の
与
党
時
に
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
う
と
い
う
選
択
を
し
た
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
外
交
が
伝
統
的

に
重
視
し
て
き
た
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
と
の
関
係
や
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
対
抗
す
る
た
め
に
創
設
し
た
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
だ
け
で
は
、
国
際
収
支
赤
字

を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
認
識
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
と
の
貿
易
量
は
低
下
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
上

に
、
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
の
貿
易
量
も
劇
的
な
伸
び
率
を
見
せ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
停
滞
を
打
破
す
る
道
が
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
で
あ
る
と
気
づ
い
た
か
ら
こ
そ
の
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
七
年
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
っ
て
か
ら
、
わ
ず
か
数
年
の
う
ち
に
、
労
働
党
は
一
八
〇
度
方
針
転
換
を

四
二
四



Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
労
働
党
の
政
策
転
換
（
三
澤
）

（
五
八
三
）

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
七
〇
年
総
選
挙
で
の
敗
北
を
受
け
て
、
野
党
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
経
済
状
況
が
好
転
し
た
か
の
よ
う
に
、

Ｅ
Ｃ
加
盟
を
打
ち
出
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
総
選
挙
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
、
加
盟
交
渉
へ
の
熱
意
を
語
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず

で
あ
る
。

経
済
状
況
が
好
転
し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
相
変
わ
ら
ず
の
停
滞
を
見
せ
て
い
た
中
で
、
労
働
党
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
を
打
ち
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
特
徴
付
け
る
「
敵
対
政
治
」
の
た
め
で
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
議
論
す
る
特
別
党
大
会
で
の

議
論
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
伴
う
実
利
と
い
う
よ
り
は
、
保
守
党
政
権
へ
の
批
判
が
大
半
を
占
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
議
会
労
働
党

議
員
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
組
合
の
間
で
も
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

党
大
会
で
最
大
の
議
決
権
を
有
す
る
労
働
組
合
で
も
、
同
じ
認
識
を
共
有
し
て
い
る
た
め
に
、
労
働
党
は
党
の
方
針
と
し
て
、
明
確
に

Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
を
打
ち
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
重
要
な
の
は
、「
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た
条
件
」
で
の
加
盟
に
は
反
対
と
い
う
点

で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
年
次
党
大
会
で
は
、
圧
倒
的
に
加
盟
反
対
論
者
の
発
言
が
多
か
っ
た
と
い
え
ど
も
、
党
内
に
は
、
根
強
い
加

盟
賛
成
派
も
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
年
次
党
大
会
に
よ
っ
て
、
党
の
方
針
が
確
定
し
、
下
院
で
の
議
決
に
「three-line 

w
hip

」
が
か
か
っ
て
い
た
が
、
閣
僚
経
験
者
で
も
あ
る
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
は
、
下
院
審
議
で
、
公
然
と
Ｅ
Ｃ
加
盟
賛
成
を
打
ち
出
し
て
い

た
。
他
に
も
、
ト
ム
ソ
ン
や
リ
ー
ヴ
ァ
ー
な
ど
は
、
影
の
内
閣
の
閣
僚
で
あ
っ
た
た
め
、
連
帯
責
任
の
原
則
か
ら
、
下
院
で
の
発
言
は
許

さ
れ
な
か
っ
た
が
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
賛
成
し
て
い
た
。

労
働
党
全
体
と
し
て
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
派
が
優
勢
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
加
盟
賛
成
派
の
中
に
は
、
有
力
者
が
多
く
混
ざ
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
し
て
も
、
党
議
拘
束
に
反
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
六
九
人
に
も
上
る
議
員
を
処
分
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
。
政
権
獲
得
の
手
段
と
し
て
、「
敵
対
的
」
な
政
策
に
変
更
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
造
反
議
員
を
処
分
し
て
し
ま
え
ば
、

四
二
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
八
四
）

統
治
政
党
と
し
て
の
資
質
が
問
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
党
の
分
裂
さ
え
も
招
い
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
を
取
り
巻
く
環
境
が
、
六
七
年
に
比
べ
て
大
き
く
変
動
し
て
い
な
い
の
に
、
労
働
党
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
を
打
ち
出
し
た
理
由

は
、
労
働
党
を
構
成
す
る
議
員
や
労
働
組
合
の
間
で
、「
敵
対
政
治
」
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
利
用
し

た
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
し
て
み
れ
ば
、
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た
条
件
で
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
加
盟
反
対
派
の
意
見

を
取
り
入
れ
る
一
方
で
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
原
則
反
対
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
賛
成
派
に
も
一
定
の
望
み
を
残
す
選
択
肢
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
下
院
審
議
で
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
へ
向
け
た
取
り
組
み
が
承
認
さ
れ
た
以
上
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
が
現
実
化
す
る
可
能
性
は
、
限
り
な
く
高
く

な
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
再
び
政
権
に
返
り
咲
く
こ
と
に
な
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
と
っ
て
、
こ
の
選
択
は
、
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
る
と
自
身
と
、
増
大
し
た
反
対
派
の
前
で
、
問
題
を
先
送
り
に
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
問
題
が
再
燃
す

る
の
が
七
五
年
の
国
民
投
票
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
関
し
て
は
、
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
三
澤
真
明
「
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
政
党
政
治
│
イ
ギ
リ
ス
労
働
党

の
動
揺
」『
政
経
研
究
』
第
五
二
巻
、
第
二
号
、
二
〇
一
五
年
。

（
2
） 

も
ち
ろ
ん
、
党
全
体
を
見
た
と
き
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
は
一
大
争
点
で
あ
り
、
強
力
な
反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
派
が
存
在
し
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
に
は
、
党
首
の
進
退
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
争
点
に
な
っ
た
も
の
の
、
二
〇
一
六
年
に
至
る
ま
で
、
脱
退
方
針
を
示
し
た
こ
と
は
な
い
。

（
3
） 

総
選
挙
で
二
大
政
党
が
獲
得
し
た
得
票
率
は
、
一
九
五
一
年
が
九
六
・
八
％
、
一
九
五
五
年
が
九
六
・
一
％
、
一
九
五
九
年
が
九
三
・
二
％
で
あ

る
の
に
対
し
、
一
九
六
四
年
が
八
七
・
五
％
、
一
九
六
六
年
が
八
九
・
九
％
と
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
高
い
水
準
を
保
っ
て
い
る
。

（
4
） F

isher, J., B
ritish

 P
olitical P

arties, P
rentice H

all, 1996, p. 65.

（
5
） C

ole, M
. and D

eighan, H
., P

olitical P
arties in

 B
ritain, E

dinburgh U
niversity P

ress, 2012, p. 61.
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（
6
） L

ieber, R
. J., B

ritish
 P

olitics an
d

 E
u

ropean
 U

n
ity, U

niversity of C
alifornia P

ress, 1970, p. 144.
（
7
） S

artori, G
., P

arty an
d

 P
arty S

ystem
s: A

 F
ram

ew
ork for A

n
alaysis, V

ol. 1, C
am
bridge U

niversity P
ress, 1976, p. 63.

岡
沢

憲
芙
・
川
野
秀
之
訳
『
現
代
政
党
学

│
政
党
シ
ス
テ
ム
論
の
分
析
枠
組
み
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
〇
年
、
一
一
一
頁
。

（
8
） F

iner, S
. E
., A

d
versary P

olitics an
d

 E
lectoral R

eform
, A
nthony W

igram
, 1975.

（
9
） G

eorge, S
. A

n
 A

w
kw

ard
 partn

er: B
ritain

 in
 th

e E
u

ropean
 C

om
m

u
n

ity, O
xford U

niversity P
ress, 1998, p. 49.

（
10
） D

ale, I., C
on

servative P
arty G

en
eral E

lection
 M

an
ifestos, 1900-1997, R

outledge, 2000, p. 196.

（
11
） 

遠
藤
乾
編
『
原
典
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
四
二
〇
│
四
二
二
頁
。

（
12
） 

労
働
党
規
約
に
よ
れ
ば
、
労
働
党
の
行
為
は
、
党
大
会
の
指
導
、
管
理
の
下
に
置
か
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。labourlist.org/w

p-

content/uploads/2013/04/R
ule-B

ook-2013.pdf

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
六
年
六
月
九
日
）

（
13
） 

特
別
党
大
会
は
年
次
党
大
会
に
先
駆
け
て
、
七
月
一
七
日
に
開
催
さ
れ
た
。

（
14
） L

abour P
arty, R

eport of th
e 70

th
 A

n
n

u
al C

on
feren

ce, T
ransport H

ouse S
m
ith S

quare, 1971, p. 314.

（
15
） 

Ibid.

（
16
） L

abour P
arty, R

eport of th
e 61

st A
n

n
u

al C
on

feren
ce, T

ransport H
ouse S

m
ith S

quare, 1962, p. 246.

（
17
） 

三
澤
、
前
掲
、
五
三
八
│
五
三
九
頁
。

（
18
） L

abour P
arty (1971), op cit., p. 315.

（
19
） 

H
an

sard, 10 M
ay 1967, S

eries5, vol. 746, cols. 1650-1655.

（
20
） L

abour P
arty (1971), op cit., p. 316.

（
21
） 

Ibid, p. 323.

（
22
） 

Ibid.

（
23
） 

ヘ
イ
デ
イ
は
「
六
カ
国
の
生
活
水
準
は
わ
れ
わ
れ
を
追
い
抜
か
し
て
い
る
」
と
断
じ
、
イ
ギ
リ
ス
の
優
位
性
を
否
定
し
て
み
せ
た
。
例
え
ば
、

賃
金
に
関
し
て
は
一
九
五
八
年
以
来
、
ド
イ
ツ
は
五
〇
％
、
オ
ラ
ン
ダ
で
四
〇
％
、
フ
ラ
ン
ス
は
三
五
％
、
ベ
ル
ギ
ー
で
三
〇
％
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
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ク
で
二
五
％
上
昇
し
た
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
十
四
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。L
abour P

arty, R
eport of th

e 66
th A

n
n

u
al C

on
feren

ce, 

T
ransport H

ouse S
m
ith S

quare, 1967, p. 273.
（
24
） B
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., B
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ress, 1994, p. 389.

（
25
） L
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arty (1971), op cit., p. 329.

（
26
） 

H
an
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ay 1967, S

eries5, vol. 746, col. 1653.

（
27
） D

ale,I., L
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r P
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lection
 M
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outledge, 2000, p. 179.

（
28
） T
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n
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u

al T
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es U
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gress, A
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eneral 

C
ouncil, 1971, p. 223.

（
29
） L
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arty (1971), op cit., p. 326.

（
30
） 

Ibid.

（
31
） L
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arty, R

eport of th
e 69

th A
n

n
u

al C
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ce, T

ransport H
ouse S

m
ith S

quare, 1970, p. 188.

（
32
） L
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arty, R
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th A
n

n
u

al C
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feren
ce, T

ransport H
ouse S

m
ith S

quare, 1967, p. 272.

（
33
） L

abour P
arty (1971), op cit., p. 327.

（
34
） 

六
七
年
党
大
会
で
の
議
論
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
三
澤
真
明
「
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
の
道

│
イ
ギ
リ
ス
労
働
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』
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六
年
、
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〇
頁
。

（
35
） L
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arty (1971), op cit., p. 327.

（
36
） 

Ibid.

（
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） 

Ibid, p. 360.
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38
） W
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ichael A
., “T

he L
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arty and E
urope 1950‒71”, in Ionescu, G

. (ed.), N
ew
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olitics of E
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illan, 1972, p. 84.
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39
） L
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arty (1971), op cit., p. 114.
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ouse S
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ith S
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） 

Ibid., p. 85.
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） 

D
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irror, 26 M
ay 1971.

（
43
） H
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., T

h
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） L
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., T

h
e E

u
rope D

ilem
m

a: B
ritain

 an
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tegration, I. B
. T
auris, 2014, p. 30.

（
45
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H
an

sard, 26 O
ctober 1971, S

eries5, vol. 823, col. 1519.

（
46
） 

Ibid.

（
47
） 

H
an
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ctober 1971, S

eries5, vol. 823, col. 1781.

（
48
） 
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、
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世
界
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、
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界
大
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（
49
） 

H
an

sard, 27 O
ctober 1971, S

eries5, vol. 823, col. 1838.

（
50
） 

H
an

sard, 28 O
ctober 1971, S

eries5, vol. 823, col. 2217.　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
で
、
こ
れ
ほ
ど
の
造
反
者
を
出
し
た
採
決
は
初
め
て
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ
の
参
加
と
い
う
問
題
が
、

い
か
に
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い
た
か
が
伺
え
る
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
の
二
〇
〇
三
年
に
イ
ラ
ク
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
大
規
模
な
造
反
が

起
こ
っ
て
い
る
。

（
51
） D

addow
, O
. (eds.), H

arold
 W

illson
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d
 E

u
ropean

 In
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E
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